
差 止 請 求 書 兼 申 入 書

２ ０ ０ ８ 年 ２ 月 ２ ９ 日

京 都 市 伏 見 区 深 草 西 浦 町 三 丁 目 ７

０ 番 地 第 ５ 長 栄 ア ス ト ロ ビ ル

株 式 会 社 長 栄 御 中

内 閣 総 理 大 臣 認 定 適 格 消 費 者 団 体

特 定 非 営 利 活 動 法 人

京 都 消 費 者 契 約 ネ ッ ト ワ ー ク

理 事 長 野 々 山 宏

（ 京 都 産 業 大 学 法 科 大 学 院 教 授 ・

弁 護 士 ）

〒 ６ ０ ４ － ０ ８ ４ ７

京 都 市 中 京 区 烏 丸 通 二 条 下 ル 秋 野

々 町 ５ ２ ９ 番 地 ヒ ロ セ ビ ル ５ 階

T E L 0 7 5 - 2 1 1 - 5 9 2 0

F A X 0 7 5 - 2 5 1 - 1 0 0 3

( 担 当 ) 理 事 ・ 事 務 局 長 長 野 浩 三

（ 弁 護 士 ）

（ 差 止 請 求 ）

当 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 は ， 消 費 者 の 権 利 擁 護 を 目 的

と し て ， 消 費 者 ， 消 費 者 団 体 ， 消 費 生 活 相 談

員 ， 学 者 ， 司 法 書 士 及 び 弁 護 士 ら で 構 成 し て

い る Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 で す 。 当 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 は ， ２ ０

０ ７ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 に 消 費 者 契 約 法 １ ３ 条 の

内 閣 総 理 大 臣 の 認 定 を 受 け た 適 格 消 費 者 団 体

で す 。



当 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 は ， 貴 社 に 対 し ， 消 費 者 契 約

法 ４ １ 条 １ 項 の 請 求 と し て 本 差 止 請 求 書 を 差

し 出 し ま す （ 従 っ て ， 本 書 が 貴 社 に 到 達 す べ

き 時 期 か ら １ 週 間 を 経 過 し た 後 に は ， 消 費 者

契 約 法 の 定 め る 差 止 請 求 に 係 る 訴 え を 提 起 す

る こ と が で き ま す 。 ） 。

つ き ま し て は ， 本 差 止 請 求 書 に 対 し て ， 本

書 到 達 後 １ 週 間 以 内 に 文 書 で 貴 方 の ご 対 応 を

ご 回 答 く だ さ い 。 な お ， 回 答 の 有 無 及 び 回 答

内 容 は 公 表 す る こ と が あ る こ と を 申 し 添 え ま

す 。

（ 請 求 の 要 旨 ）

貴 社 が ， 消 費 者 と の 間 で ， 建 物 賃 貸 借 契 約

を 締 結 ・ 合 意 更 新 す る に 際 し ， 下 記 内 容 の い

わ ゆ る 定 額 補 修 分 担 金 特 約 を 内 容 と す る 意 思

表 示 を 行 わ な い こ と ， 同 特 約 が 記 載 さ れ た 契

約 書 ひ な 形 が 印 刷 さ れ た 契 約 書 用 紙 を 破 棄 す

る こ と 及 び こ れ ら を 社 内 で 周 知 徹 底 さ せ る 措

置 を と る こ と を 請 求 す る 。

記

〔 定 額 補 修 分 担 金 〕

本 物 件 は ， 快 適 な 住 生 活 を 送 る 上 で 必 要 と 思

わ れ る 室 内 改 装 を し て お り ま す 。 そ の た め に

掛 か る 費 用 を 分 担 し （ 頭 書 記 載 の 定 額 補 修 分

担 金 ） 賃 借 人 に 負 担 し て 頂 い て お り ま

す 。 尚 ， 乙 の 故 意 又 は 重 過 失 に よ る 損 傷 の 補



修 ・ 改 造 の 場 合 を 除 き ， 退 去 時 に 追 加 費 用 を

頂 く こ と は あ り ま せ ん 。

１ ． 乙 は ， 本 契 約 締 結 時 に 本 件 退 去 後 の 賃 貸

借 開 始 時 の 新 装 状 態 へ の 回 復 費 用 の 一 部 負 担

金 と し て ， 頭 書 （ ２ ） に 記 載 す る 定 額 補 修

分 担 金 を 甲 に 支 払 う も の と す る 。

２ ． 乙 は ， 定 額 補 修 分 担 金 は 敷 金 で は な い と

い う こ と を 理 解 し ， そ の 返 還 を 求 め る こ と が

で き な い も の と す る 。

３ ． 乙 は ， 定 額 補 修 分 担 金 を 入 居 期 間 の 長 短

に 関 わ ら ず ， 返 還 を 求 め る こ と は で き な い も

の と す る 。

４ ． 甲 は 乙 に 対 し て ， 定 額 補 修 分 担 金 以 外

に 本 物 件 の 修 理 ・ 回 復 費 用 の 負 担 を 求 め る こ

と は で き な い も の と す る 。 但 し ， 乙 の 故 意 又

は 重 過 失 に よ る 本 物 件 の 損 傷 ・ 改 造 は 除 く 。

５ ． 乙 は ， 定 額 補 修 分 担 金 を も っ て ， 賃 料 等

の 債 務 を 相 殺 す る こ と は で き な い 。

私 は ， 本 契 約 締 結 に あ た り 以 上 の 説 明 を 受

け ， 上 記 事 項 を 熟 読 の 上 ， こ こ に 定 額 補 修 分

担 金 の 支 払 い を 了 承 し ， そ の 支 払 い に 合 意 致

し ま す 。

平 成 年 月 日 （ 賃 借 人 氏 名 ）

（ 紛 争 の 要 点 ）



１ 通 常 損 耗 等 の 回 復 費 用 を 賃 借 人 負 担 と す

る 条 項 は 消 費 者 契 約 法 １ ０ 条 で 無 効 で あ

る 。 こ の こ と は 大 阪 高 等 裁 判 所 判 決 平 成 １ ６

年 １ ２ 月 １ ７ 日 判 例 時 報 １ ８ ９ ４ 号 １ ９ 頁 や

同 裁 判 所 判 決 平 成 １ ７ 年 １ 月 ２ ８ 日 で も 判 示

さ れ て お り ， 後 者 の 判 決 は 最 高 裁 判 所 で 上 告

不 受 理 決 定 に よ り 確 定 し て い る 。

し か る と こ ろ ， 定 額 補 修 分 担 金 条 項 は ， い

わ ゆ る 家 屋 賃 借 人 の 通 常 の 使 用 に よ っ て 生 じ

る 損 耗 ・ 経 年 変 化 （ 以 下 ， 「 通 常 損 耗 等 」 と

い う 。 ） の 回 復 費 用 を 賃 借 人 負 担 と す る 内 容

を 含 ん で い る 。 ま た ， こ の 分 担 金 は 、 形 式 上

は 賃 借 人 の 過 失 損 耗 部 分 が あ っ て も そ の 回 復

費 用 を 定 額 で 賃 借 人 に 負 担 さ せ る も の で あ る

が ， 一 般 的 に 賃 借 人 の 過 失 損 耗 の 回 復 費 用 は

多 く な い こ と ， 同 分 担 金 の 金 額 が 従 来 の 敷 金

程 度 の 額 を 定 め て い る こ と か ら ， 同 分 担 金 が

賃 借 人 の 通 常 の 過 失 部 分 を 遙 か に 超 え て ， 結

局 自 然 損 耗 分 の 回 復 費 用 を 賃 借 人 に 負 わ せ よ

う と す る も の で あ る こ と は 明 ら か で あ る 。 よ

っ て ， 定 額 補 修 分 担 金 条 項 は ， 通 常 損 耗 等 の

回 復 費 用 を 賃 借 人 負 担 と す る 条 項 が 無 効 で あ

る こ と の 潜 脱 手 段 と な っ て い る 。

２ ま た ， 定 額 補 修 分 担 金 条 項 で は ， 賃 借 人

の 故 意 ・ 重 過 失 に よ る 損 傷 の 回 復 費 用 は 定 額

補 修 分 担 金 と は 別 に 貴 社 が 賃 借 人 に 請 求 で き



る こ と と な っ て い る 。 こ れ に よ り ， 故 意 ・ 重

過 失 に よ る 損 耗 の 回 復 費 用 に つ い て は 補 修 費

用 の 二 重 取 り と な る 可 能 性 が あ る 。

３ さ ら に ， 上 記 の と お り ， 定 額 補 修 分 担 金

と し て 設 定 さ れ て い る 金 額 は 従 前 敷 金 と し て

授 受 さ れ て き た 金 額 程 度 で あ る 。

定 額 補 修 分 担 金 条 項 が 使 用 さ れ て い る 事 案

で は 敷 金 の 授 受 が な さ れ な い こ と が あ る 。 定

額 補 修 分 担 金 は ， 通 常 損 耗 等 の 回 復 費 用 を 賃

借 人 負 担 と す る 条 項 が 無 効 と な り ， そ れ ま で

同 条 項 を た て に 敷 金 返 還 を 拒 ん で い た 実 態 を

維 持 す る た め ， 「 敷 金 」 を 「 定 額 補 修 分 担

金 」 と 言 い 換 え て い る に す ぎ な い 。

４ 消 費 者 契 約 に お い て は ， 信 義 則 に 反 し 消

費 者 の 利 益 を 一 方 的 に 害 す る 契 約 条 項 は 無 効

で あ る が （ 消 費 者 契 約 法 １ ０ 条 ） ， 以 上 か ら

す れ ば ， 定 額 補 修 分 担 金 条 項 は 消 費 者 契 約 法

１ ０ 条 で 無 効 で あ る 。 よ っ て ， 請 求 の 要 旨 の

と お り ， 同 条 項 の 使 用 の 中 止 等 を 請 求 す る 。

（ 訴 え を 提 起 す る 予 定 の 裁 判 所 ） 京 都 地 方

裁 判 所

（ 申 入 ）

以 下 は ， 消 費 者 契 約 法 １ ２ 条 の 差 止 請 求 で

は な く ， 消 費 者 団 体 と し て の 申 入 と し て 申 し

入 れ ま す 。



上 記 の と お り ， 定 額 補 修 分 担 金 特 約 は 無 効

で あ る 。

と す れ ば ， 貴 社 は 同 分 担 金 を 取 得 す る こ と

は で き な い 。

つ い て は ， ① 今 後 解 約 す る 消 費 者 に 対 し

て 同 分 担 金 相 当 額 を 返 金 す る か 否 か ， ②

過 去 に 解 約 し た 消 費 者 で ， 同 分 担 金 を 返 還 し

な か っ た 例 に つ い て ， 同 分 担 金 を 返 金 す る か

否 か ， ③ 過 去 に 解 約 し た 消 費 者 に 対 し 返 金

す る 場 合 は 返 還 す る 消 費 者 の 範 囲 ， に つ

き ， 本 書 到 達 後 １ 週 間 以 内 に 文 書 で 貴 方 の ご

対 応 を ご 回 答 さ れ た い 。 な お ， 回 答 の 有 無 及

び 回 答 内 容 は 公 表 す る こ と が あ る こ と を 申 し

添 え る 。

ま た ， 貴 社 は ， い わ ゆ る 管 理 会 社 と し

て ， 賃 貸 人 ら に 対 し ， 消 費 者 と の 建 物 賃 貸 借

契 約 に お い て ， 定 額 補 修 分 担 金 特 約 を 内 容 と

す る 意 思 表 示 を 行 う こ と を 推 奨 し て い る 。 つ

い て は ， 同 推 奨 行 為 を 直 ち に 中 止 す る こ と を

申 し 入 れ る 。 こ れ に つ い て も ， 本 書 到 達 後 １

週 間 以 内 に 文 書 で 貴 方 の ご 対 応 を ご 回 答 さ れ

た い 。


